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北九州市の受入条件の履行状況 

令和３年２月 

環境省 環境再生・資源循環局 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室 

 

平成 25 年 10 月に環境省が「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」の変更による処

理対象物の追加及び処理期限の延長を北九州市に要請し、平成 26 年４月に北九州市がこ

れを受け入れる際に提示した 27 の条件について、履行状況を以下に記す。 

 
１．処理の安全性確保 

受   入   条   件 履   行   状   況 

（１）従来からのフェイルセーフ、セーフ

ティネットの考えに基づく安全対策の

強化はもとより、適切な予算、人員を

確保した上で施設の健全性確保、輸送

時の安全対策及び災害対策を徹底する

など、処理の安全性確保に万全を期す

こと。 

○ 環境省として、JESCO 法の規定に基づ

き、JESCO への年２回程度の立入検査の

実施、JESCO の環境安全監査室及び内部

統制監査チームの年間活動報告等の報

告の徴収をはじめ、JESCO の安全対策が

実効性のあるものとなるよう、JESCO へ

の指導・監督を強化するとともに、必要

な予算措置を講じ、北九州市と一体とな

って、以下のとおり取り組んでいます。 

 

① 全事業所単位で、過去の全トラブル

及び改善対策内容を再評価し、他事業

所への水平展開、管理監督体制の強化

を含め、安全操業のための運用の徹底

を図ること。 

○ 環境省において、JESCO に対し、ト

ラブルの未然防止に努め、発生したトラ

ブルは原因究明を行い、対策を他事業所

に確実に水平展開するよう指導・監督し

ています。 

○ JESCO において、北九州 PCB 処理事

業所（以下「北九州事業所」という。）

で発生したトラブルについて、再発防止

策を検討し、対応を実施しています。特

に、平成 27 年 10 月に第２期施設の排気

中ベンゼン濃度について、北九州市との

協定値の超過が判明した事案の後には、

事業所におけるリスクアセスメント推進

活動やモニタリング、本社によるトラブ

ル情報の水平展開、各種の教育・研修等

といったトラブル未然防止対策を総合的

に強化し、近年は、継続してこれらを確

実に実施することで、トラブルの発生件

数は減少しており、JESCO の 5 箇所の

PCB 処理事業所で最も低い水準となって

います（北九州市 PCB 処理監視会議に報

告した件数：計 61 件）。 

○ また、JESCO においては、他事業所

で発生したトラブルについても北九州事
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業所への水平展開を実施し、未然防止対

策の検討及び対応を実施しています（同

監視会議に報告した件数：計 33 件）。 

② 長期保全計画や定期点検の結果に

基づき、適切な財政措置を講じた上

で、設備・機器の更新・補修を確実に

行うこと。 

○ JESCO において、長期保全計画及び各

年度の実施計画に基づき、設備・機器の

更新・補修を確実に実施しています。 

○ これに必要な費用については、環境省

が JESCO へ国庫補助金を予算措置して

おり、今後も必要な措置を講じます。 

③ 北九州市内の運搬に当たっては、安

全性の実績があるトラック輸送や輸

送ルートの限定など、これまでの安全

対策を堅持すること。 

○ JESCO において、受入基準に、先導車

を付けなければならないこと、輸送方法

や輸送ルートを限定することなどを盛

り込み、平成 27 年４月から運用してい

ます。引き続き、市内の運搬に当たって

は、これまでの安全対策を確実に堅持し

ていきます。 

④ 新たに処理対象となる地域から輸

送を行う運搬事業者に対し、北九州市

内における輸送規制の遵守を周知徹

底すること。 

○ JESCO において、新たに処理対象とな

った地域から輸送を行う運搬事業者に

対しては、北九州市内において遵守すべ

き輸送規制に関する説明を、北九州事業

所への入門許可時に個別説明（平成 16

年より認定時の業務説明会と合わせて

実施）を行うとともに、年 1回全運搬事

業者への全体説明（平成 18 年より実施

の PCB 収集運搬事業者業務連絡会）を行

っています。併せて、運搬事業者に対す

る受入基準の遵守状況などを確認する

抜き打ち検査を実施しています。今後

も、輸送規制の遵守を徹底していきま

す。 

⑤ 安全な輸送路を維持・確保するため

に必要と認める場合には、財政措置も

含め必要な措置を確実に講ずること。 

○ 北九州市内の安全な輸送路の維持・確

保に必要な費用に対し、環境省から国庫

補助金を交付しております。今後も、必

要な措置を講じます。                 

⑥ 地震、津波等の自然災害に関する最

新の知見を踏まえ、災害対策の内容を

常に見直し、必要に応じて対策を強化

すること。 

○ 環境省において、台風の発生見込み等

災害に係る政府内の最新の情報を把握

し、その都度、JESCO に共有しています。 

○ JESCO において、地方の防災計画等災

害に係る自治体の最新の情報を把握し

ながら、これに応じ、災害対策に係る計

画を作成し、計画的に防災訓練を行うな

ど、防火・防災の徹底に取り組んでいま

す。 

また、想定最大震度・津波の最大水位
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の見直しを含め自然災害に係る最新の

科学的知見を踏まえつつ、有識者の助言

も得ながら検討を行い、必要に応じて、

追加措置を実施していきます。 

○ 万が一、自然災害が発生した場合に

は、JESCO から北九州市及び環境省その

他関係機関への緊急連絡体制を緊急措

置手引書において予め整備しており、迅

速な被害情報の把握及び被害に対する

措置について関係機関に情報共有しつ

つ進める体制を構築しています。 

（２）万が一、ＰＣＢの外部漏洩、健康被

害等の重大な事故が発生した場合に

は、その後の操業の是非について本市

と協議するとともに、被害等に対して

は事業実施者とともに補償を含め必要

な措置を迅速に講ずること。 

○ 引き続き、安全対策を講じて安全性の

確保を徹底していきます。 

○ 万が一、事故が発生した場合は、受入

条件のとおり適切に対応いたします。 

 

２．期間内での確実な処理 

受   入   条   件 履   行   状   況 

（１）高圧変圧器・コンデンサー等につい

ては平成 30 年度末まで、安定器等・汚

染物については令和３年度末までに、

かつ、その期間内で一日でも早く処理

完了させることを旨として、関係者が

総力を挙げて早期に処理を行うこと。 

○ 環境省において、期限内に一日でも早

く処理完了させるため、平成 28 年に改

正した PCB 特別措置法に基づき、 

・PCB 廃棄物処理基本計画を閣議決定に

より定め政府一丸となって取り組んで

いくこと 

・計画的処理完了期限より１年前までの

処分期間を設けて使用中も含め廃棄・

処分を義務付けること 

・この義務違反に対しては改善命令を行

えること（違反には罰則あり） 

・保管事業者が不明等の場合に都道府県

市による行政代執行を行えること等 

の措置を講じています。 

○ 北九州事業地域では、高濃度 PCB 廃棄

物等であるコンデンサー等の存在が、平

成 31年１月以降に新規発見された場合、

改善命令を行う時間的余裕がないこと

から、 

・１月に新規発覚した事案は、保管事業

者に直ちに処理意向を確認し、処理の

意向が示されなかった場合及び処理の

意向が示されても一定日数内に処分委

託契約の締結に至らなかった場合は、
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行政代執行を実施する 

・２～３月に新規発覚した事案は、直ち

に行政代執行を実施する 

等の考え方について、平成 30 年 11 月に

北九州事業地域の自治体に通知、12 月に

自治体への説明会を実施し、自治体にお

いてこれに基づく対応が行われました。 

○ JESCO においては、北九州事業所営業

課に対して人的派遣を含む各種支援を

実施することで体制を強化し、保管事業

者との処分委託契約の締結促進を図り

ました。 

○ 平成 29 年度末には、処分期間末直前

の新規登録数の急増に対し、契約締結に

全力で取組み、契約困難者や直前で手続

きが間に合わなかった 45 件を除き全て

契約締結しました。 

○ 平成 30 年度は、８月から、JESCO への

入金や収集運搬事業者との契約等を発

効条件とする契約書を適用し、早期搬

入・処理を滞らせないよう対応しまし

た。 

○ この結果、北九州事業地域の変圧器・

コンデンサー等は、平成 16 年の操業開

始からの 15年間で、約 12,000 事業者の、

変圧器 約 3,000 台、コンデンサー 約

59,000 台の計 62,000 台を処理し、平成

31 年３月に計画的処理を完了しました。 

○ 安定器・汚染物等については、自治体

による掘り起こし調査の進捗等により、

処理対象物の量が増加しており、JESCO

北九州事業所における現時点の処理計

画上、令和３年度末までに処理が完了し

ない可能性が生じています。今後、掘り

起こし調査のさらなる進捗等により、処

理対象物の量がさらに増加する可能性

がありますが、 

・安定器の仕分け（非 PCB 安定器の分別、

コンデンサー外付け型安定器のコンデ

ンサーの取り外し） 

・小型電気機器のうち、塩化ビニルで被覆

されているもの（チューブラコンデンサ

ー）を除き、真空加熱分離装置（VTR）で

の処理 

・プラズマ溶融処理能力の向上（投入間隔
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の短縮、１回当たりの投入量の増量等） 

・塗膜、感圧紙、汚泥等の可燃性の汚染物

（PCB 濃度 0.5%～10%）について、環境大

臣の無害化処理認定施設の処理対象を

拡大する制度改正を受けた、改正後の制

度の下での処理 

といった処理促進策を講じています。 

○ 新型コロナ感染症による経営状況の

悪化等を踏まえ、PCB 処理基金の使途を

拡大し、収集運搬費用を助成対象とする

とともに、助成率のかさ上げ等を実施。 

○ また、JESCO においては、円滑な処理

委託を推進するため、自治体、地方環境

事務所と連携した保管者への働きかけ、

中小企業等軽減制度の拡充、北九州営業

課への人的支援（他営業課職員の併任）

といった取組を実施しています。 

○ 今後も、 

・安定器の分離処理（安定器を、PCB を含

むコンデンサー内蔵部と、それ以外のト

ランス内蔵部に分離し、トランス内蔵部

はプラズマ溶融分解以外の処理方法で

処理） 

・VTR のさらなる活用 

・処理委託が進まない保管者に対する行政

措置の円滑な実施 

 などの措置を講じることとしており、あ

らゆる措置を講じて、「令和３年度末ま

でに、かつ、その期間内で一日でも早く

処理完了させることを旨として、関係者

が総力を挙げて早期に処理を行う」べく

全力で地元との約束を果たしてまいり

ます。 

（２）処理施設の技術的・運用上の改善を

徹底し、トラブルによる稼働停止等が

生じないよう万全を期すこと。 

○ JESCO において、リスクの高い作業等

に関する対策の検討や、安全意識の向上

に関する取組を進めるとともに、特に平

成 27年 10 月に北九州事業所第２期施設

の排気中ベンゼン濃度について、北九州

市との協定値の超過が判明した事案の

後は、トラブル未然防止対策を総合的に

強化し、近年は、継続してこれらを確実

に実施することで、トラブルの発生件数

は減少しており、JESCO の 5 箇所の PCB

処理事業所で最も低い水準となってい

ます。 
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○ 環境省九州地方環境事務所が JESCO 北

九州事業所の各種会議に参加するとと

もに、北九州市と連携して立入検査を実

施するなど、JESCO への指導・監督を強

化しました。 

○ また、他事業所で発生したトラブル事

例・再発防止策の北九州事業所への水平

展開を実施し、トラブルの未然防止対策

の検討及び対応を実施しています。 

（３）関係者が一体となった連携体制を速

やかに構築し、各地域において使用中

ＰＣＢ含有機器を含めた未処理機器

の把握、事業者に対する確認・指導等

の取組みを、本市と同程度の水準を確

保しつつ計画的に行うとともに、処理

促進に必要な仕組みを早急に構築す

ること。 

○ PCB 特別措置法の改正を受け、PCB 廃

棄物処理基本計画の変更を平成 28 年７

月に閣議決定し、関係者の連携体制の構

築を含めた以下の取組を推進していま

す。 

 

 

① 使用中機器も含めたＰＣＢ含有機

器の把握・処理のため、国の関係機関、

関係自治体、関係団体等が一体となっ

た連携体制を早急に構築し、十分な実

施体制を確保すること。 

○ 国（環境省及び経済産業省）、都道府

県市、JESCO 及び電気保安等の関係団体

から構成される「早期処理関係者連絡

会」を設置し、北九州事業地域の連絡

会を年２回開催しています。 

○ 環境省において地方環境事務所の体

制を強化（専任・兼任の計 20 名体制）

し、自治体、産業保安監督部等と連携

して実地での取組を強化しています。 

② 都道府県市の処理計画改訂におい

て早期かつ計画的な処理期間を設定

し、未処理機器の把握や処理の取組み

が早期かつ計画的に進められるよう

必要な指導を行うとともに、広域調整

協議会等を活用して取組みの進捗管

理を行い、取組みが十分でないと認め

られる場合には、行政的なテコ入れを

行うなど厳しい態度で臨むこと。 

○ 都道府県市の取組状況を定期的に把

握し、進捗が芳しくない場合には、関係

都道府県市等と連携の上、原因を分析

し、必要な対策を講じます。具体的には

以下の取組により実施状況のフォロー

アップを行ってまいります。 

・①の連絡会や広域調整協議会におい

て、北九州事業地域の各県市の掘り起

こし調査の実施状況を報告し合い必要

な取組の推進を呼びかけること 

・年２回程度の調査により各県市の進捗

率を定量的に把握すること 

・地方環境事務所に各県市担当を配置

し、日常的に情報交換を行い、進捗状

況を密に共有すること 

③ 未処理機器を有している可能性の

ある事業者に対して幅広くかつ継続

的な調査・周知等が適切に行われるよ

う、そのための支援に必要な予算を確

○ 都道府県市が行う掘り起こし調査の

効率化、早期完了に向けて、環境省にお

いて以下の取組を実施しました。 

・地方環境事務所職員による情報共有、課
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保するとともに、きめ細やかな相談に

応じるための窓口の設定などの丁寧

な運用を確保すること。 

題整理及び合同での調査の実施 

・PCB 全般に関する相談窓口の設置 

・都道府県市が実施する掘り起こし調査、

説明回実施等に係る専門家派遣 

・掘り起こし調査マニュアルの改訂、掘り

起こし事例集の策定 等 

○ また、変圧器・コンデンサー等につい

て、処分期間後の平成 30 年度は、北九州

事業地域において、県市による代執行に

係る書類作成や現地確認等への支援を

実施しました。 

④ 関係機関との連携や様々なメディ

ア媒体の積極的な活用により、ＰＣＢ

処理の重要性等に関する国民全体へ

の必要な周知を行うこと。 

○ 環境省において、以下の周知・広報を
行っており、今後さらに効果的な方法を
検討し、関係機関と連携しながら、国民
への周知・広報を行っていきます。 

・関係省庁から、業界団体 1,100 団体に対
して、高濃度 PCB 廃棄物の処分期間内の
早期処理に関する周知徹底について、文
書を発出 

・パンフレット約 44 万部、チラシ約 49 万
部（Ａ４表裏）及びポスター約４万部（Ａ
２表）の作成、都道府県市、関係省庁及
び関係業界団体による共同配布・掲示 

・「PCB 早期処理情報サイト」の運営 
・全国紙（日経新聞）突き出し広告、業界
紙（日刊工業新聞）及び地方紙（中国・
四国・九州地方）全段広告 

・政府広報テレビ番組、地方テレビ番組、
地方ラジオニュース、テレビ CM（各自治
体の進捗状況に応じて実施） 

・インターネットを活用したデジタル広告 
・経済産業省と連携した事業者向け説明会
を全国各地で実施 等 

⑤ 迅速な処理に向けて、中間貯蔵・環

境安全事業株式会社における未登録

機器を含む未処理機器保有事業者へ

の積極的な営業をはじめとする運用

強化、分割払い等処理料金を支払いや

すくする制度の充実を速やかに行い、

必要に応じて料金値上げをはじめと

する対策強化を確実に行うこと。 

○ 各県市、JESCO 北九州事業所及び地方
環境事務所が連携し、「未処理事業者一

覧表」を作成し、これを基に定期的に進
捗管理の打合せを行うことで、必要に応
じて、合同で保管事業者への訪問、指導
等を実施しています。 

○ 分割払い制度については、対象金額の
上限を 100 万円から 300 万円に引き上
げ、分割回数も 12 回から 36 回まで選択
可能とし、より使いやすい制度に拡充し
ています。 

○ 平成 29 年度から日本政策金融公庫に
よる低利融資制度が開始され、事業者へ

の積極的な活用を周知しています。 
○ 新型コロナ感染症による経営状況の
悪化等を踏まえ、令和 2年 10 月から PCB
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処理基金の使途を拡大し、収集運搬費用

を助成対象とするとともに、助成率のか
さ上げ等を実施しました。 

○ なお、料金値上げについては、PCB 廃
棄物処理基本計画が変更され、該当部分
が削除されたことから、行わないことと
いたしました。 

⑥ その他、新たな処理地域からの円滑

な搬入のための調整に係る措置など、

ＰＣＢ廃棄物が適正かつ早期に処理

されるために必要な措置を迅速に講

ずること。 

○ 環境省として、新たな処理地域からの

搬入に当たって、広域的な見地及び計画

的な処理の確保に係る見地から、都道府

県市間及び都道府県市と JESCO 間の必要

な連絡調整を、広域調整協議会等を活用

するなどして、実施しています。今後も

必要な調整を実施していきます。 

⑦ 事業終了後に速やかに解体・撤去を

行えるよう必要な財政措置を講じる

とともに、解体・撤去の時期、方法等

について十分な時間的余裕を持って

事前に協議を行うこと。 

○ 環境省において、JESCO の処理施設の

PCB 除去及び土地の原状回復を行うため

の資金を積み立てるための予算として、

令和２年度までに 227億円を措置しまし

た。今後も必要な措置を講じていきま

す。 

○ 施設の解体・撤去については、十分な

時間的余裕を持って北九州市と協議す

ることとしています。 

○ 北九州事業所第１期施設については、

平成 30 年度で営業物処理を終え、平成

31 年度以降、安全第一で解体・撤去を進

めています。第 2期施設についても、営

業物処理後、安全第一で解体・撤去を進

めます。 

○ 世界に類を見ない大規模な高濃度 PCB

廃棄物処理施設の解体撤去を安全かつ

確実に行うため、これまでの施設の維持

管理の経験、知見を基礎にしつつ、学識

者の助言・指導を得てまとめた解体撤去

マニュアルに沿って行うこととしてい

ます。 

○ より安全かつ円滑に実施するため、第

１段階として、一部の設備を対象に先行

的に PCB の除去や解体撤去を行い（先行

工事）、手法・技術の安全性、有効性、作

業性を確認した上で、第２段階として、

解体撤去の本工事に着手する計画とし

ています。先行工事については令和２年

7 月から１０月に粗解体設備の撤去、令

和２年 9月から１１月にグローボックス
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本体の撤去を終え、令和３年 1月から破

砕設備の撤去を開始しています。これら

を通じて手法・技術の確認を行っていま

す。 

○ 監視会議へも随時報告するとともに、

地域住民の皆様方のご理解を深めてい

ただけるよう、「事業だより」や情報公開

ルームの活用等を通じて、きめ細やかに

情報発信を行いながら進めてまいりま

す。 

（４）如何なる理由があろうと、処理期

間の再延長はないこと。 

○ 制度改正などあらゆる措置を講じて、

「令和３年度末までに、かつ、その期間

内で一日でも早く処理完了させること

を旨として、関係者が総力を挙げて早期

に処理を行う」べく全力で地元との約束

を果たしてまいります。 

 
３．地域の理解 

受   入   条   件 履   行   状   況 

（１）本事業に係る安全性及び期限内処理

に係る地域への積極的な情報公開の

ための機会の付与、地域への即応的な

連絡体制など更なるリスクコミュニ

ケーションの徹底を図るとともに、地

域との積極的かつ継続的な交流を行

うなど、必要な取組みを確実に実施す

ること。 

○ 環境省において、JESCO や市とも連携し
ながら、引き続き市民の皆様に取組状況
を直接御説明してまいります（平成 27 年

1 月 19 日、平成 28 年１月 21 日、平成 29
年１月 25 日、平成 30 年１月 25 日、平成
31 年２月 27 日、令和２年１月 30 日実
施）。 

○ JESCO において、地域住民の方を対象と
した施設見学や「北九州 PCB 廃棄物処理
事業だより」（平成 28 年９月以降は年２
回）を発行し、情報発信のための機会を積
極的に設けるとともに、地域行事への参
加・協力など自治会をはじめとする地元
地域との交流の活性化を図っています。

また、JESCO 北九州事業所内の情報公開コ
ーナーを適宜更新し、映像を使った視覚
的にもわかりやすい情報公開を行ってい
ます。今後も市民の皆様のご理解をいた
だけるよう、これらの取組を継続してい
きます。 

（２）本事業の実施に当たっては、地元企

業、人材を最大限活用した地域密着型

の事業とすること。 

○ JESCO において、地元企業である北九州

環境プラントサービス株式会社に運転作

業を委託しています。今後もこれを継続

していきます。 

○ また、工事・修理点検等についても、市

内企業を活用して事業を進めています。 

（３）本事業が地元の理解と協力の下に成 ○ 環境省より都道府県市に対し、PCB 廃棄
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り立っていることを国及び処理対象

地域の自治体が的確に認識し、その理

解・協力を促すための取組みを積極的

に推進すること。 

物処理施設の設置自治体の重要な貢献を

認識し、できる限りの協力を行うよう要

請しています。今後も、２．（３）①の連

絡会、広域調整協議会及び自治体訪問等

を通じて、機会あるごとに要請していき

ます。 

（４）本市の技術、人材、ノウハウ、仕組

み等を国として積極的に評価し、他地

域への水平展開を図るとともに、世界

の有害物質のリスク管理にも貢献す

るための取組みを推進すること。 

○ JESCO 北九州事業所において、地元の技
術人材をベースに先駆的に PCB 廃棄物処
理を実施してきたことを踏まえ、その技
術、ノウハウ等を他の事業所へ水平展開
しています。 

○ 未処理機器の掘り起こし調査につい

て、先駆的な取組みを行っている北九州
市のノウハウを環境省の掘り起こし調査
マニュアルに盛り込むとともに、日本各
地で開催される説明会にてノウハウを伝
えるなど、水平展開を行っています。今後

も様々な機会を活用し、他地域への展開
を図っていきます。 

（５）本市の環境未来都市としての取組み

が更に発展・展開するよう密接な連携

を図ること。 

○ 従来から、北九州市、市内研究機関、事

業者等と連携し、様々な取組を進めてい

るところであり、例えば、 

・地域における都市機能の集約及びレジ

リエンス強化を両立するモデル構築事

業 

・アジアの低炭素社会実現や大気汚染防

止のための都市間連携に係る調査等の

委託・請負業務 

・環境教育に関する国際シンポジウム 

・「次世代国際資源循環・リサイクル拠点｣

形成に向けた二次電池リサイクルの事

業化可能性調査事業  

・収集運搬及び建廃リサイクルのデータ

共有・マッチング等を通じた低炭素化

モデル事業 

・北九州市における地域の再エネを有効

活用した CO₂フリー水素製造・供給実証

事業 

・日中韓三カ国環境大臣会合（TEMM） 

等を実施しています。 

○ 今後も、北九州市の環境未来都市の発

展・展開に向け、密接な連携を図っていき

ます。 

 
４．取組みの確実性の担保 
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受   入   条   件 履   行   状   況 

（１）安全対策、処理促進策等の各種施策に

ついて、その運用方法や実施状況、及び

更なる対策の必要性等について、本市

との定期的な協議の場を設けること。 

○ 平成 26 年 4 月以降、北九州市と緊密

に協議を実施しています。今後も引き続

き、きめ細かい協議を継続していきま

す。 

（２）国全体及び北九州ＰＣＢ処理事業に

ついて、平成 30 年度を目途に、中間総

括を行い、本市に報告するとともに、そ

の結果に基づき、必要な措置を検討・実

施すること。 

○ 平成 30 年度末時点で中間総括を行

い、北九州市に報告しました。その結果

に基づき、必要な措置を実施していま

す。 

（３）本市が本事業に係る処理の安全性の

確保や早期処理等を推進するため必要

な措置を講じる場合には、その施策に

積極的に協力すること。 

○ 北九州市と二人三脚で、PCB 廃棄物の

安全かつ早期の処理完了を実現するた

め、市の施策に積極的に協力していきま

す。 

 


